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令和7年度　　　　　　　　　　　　事業報告の附属明細書〔　　　    〕令和7年4月　1日から
令和8年3月31日まで

－1－

役 職 等

理事（２名）

取 引 内 容 及 び 金 額
取 引 金 額取 引 の 種 類

金 銭 の 貸 付

当 期 取 引 額

当 期 首 残 高
当 期 末 残 高
当 期 増 減 額

摘 要

健全で適正な貸付です

（注）役員はJA事業を率先して利用しておりますが、取引の条件及び決定方法について、組合員等利用者の方と同様の取扱をしています。

※千円単位の記載金額は、千円未満切り捨て
　処理をしています。
※各様式中の数値は、該当しない欄は「ー」と、
　端数処理により正数を記載しない欄は「０」と
　記載しています。

3 役員との取引

―

39,387

32,011
△7,376

1 役員に対する報酬等

2 役員等の兼職等

理 事
区 分 当 期 中 の 報 酬 等 支 払 額 総代会で定められた報酬等限度額

監 事
合 計

代表理事組合長 岩 坂 嘉 邦

役 職 名 氏 名 兼 職 先 名 兼職先での役職名

全国共済農業協同組合連合会兵庫県本部 運営委員
兵庫県信用農業協同組合連合会 経営管理委員

株式会社兵庫農協共済事業社 取 締 役

代表権

有

52,308 54,000
14,736
67,044

16,000
70,000

（単位：千円）

（単位：千円）

Ⅰ．事業報告の附属明細書



－2－

⒈　重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　次に掲げるものの評価基準及び評価方法
①　有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法
　　その他有価証券 
　　・時価のあるもの
　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）により評価
　　　しています。
　　・市場価格のない株式等
　　　　移動平均法による原価法により評価しています。
②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

⑵　固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産
　定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている資産査定規程、資産査定事務要領、経理規程及び資産の償却・引当基準
に則り、次のとおり計上しています。
　正常先債権及び要注意先債権（要管理先債権を含む。）については、主として今後１年間の予想損失額又は
今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間または３年間の貸倒実績を基礎と
した貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修
正を加えて算定しています。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸
念先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から 担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。
　すべての債権は、資産査定規程及び資産査定事務要領に基づき資産査定部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した内部監査部署が査定結果を監査しています。

②　賞与引当金
　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

③　退職給付引当金
　職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
ます。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

⑤　特例業務負担金引当金
　　　　農林漁業団体職員共済組合に対して支払う特例業務負担金の支出に充てるため、当期末における特例業
　　　務負担金の将来見込額に基づき計上しています。

⒊　貸借対照表に関する注記
〈資産に係る圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の圧縮記帳額〉
　⑴　資産に係る圧縮記帳額の直接控除額は次のとおりです。

〈担保に供した資産等〉
⑵　為替決済の代用として定期預金1,570,000千円、当座貸越契約の担保として定期預金500,000千円を兵庫県
　信用農業協同組合連合会に差し入れています。

〈役員に対する金銭債権の総額〉
⑶　理事及び監事に対する金銭債権の総額　32,011千円

〈債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第１項第１号ホ（２）（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げるものの額及びその合計額〉
⑷　破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額は、次のと
　おりです。

泫　⒈　破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ⑴
　　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対
　する債権及びこれらに準ずる債権です。
⒉　危険債権 ⑵
　　　債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
　　の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（⑴に掲げるものを除く。）です。
⒊　三月以上延滞債権 ⑶
　　　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金（⑴及び⑵に掲げるものを
　　除く。）です。
⒋　貸出条件緩和債権
　　　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債
　　権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金（⑴、⑵及び⑶に掲げるものを除く。）です。
⒌　上記に掲げた額については、貸倒引当金控除前の金額です。

⒋　金融商品に関する注記
〈金融商品の状況に関する事項〉
⑴　金融商品に対する取組方針
　当組合は組合員等から預かった貯金を原資に、組合員や地域内の事業者等へ貸付けを行い、また余裕金を
兵庫県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や社債などの債券による運用を行っています。
　

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　当組合が保有する金融資産は、主として兵庫県信用農業協同組合連合会への預け金のほか、組合員等に対
する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、契約不履行によってもたらされる信用リスクがあります。
　また、有価証券は、債券であり、純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リス
ク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクがあります。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理
　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通
常の貸出取引については、本所に総合企画室を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っていま
す。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準
など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図
るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については、管理・回収方針を作成・実践し、資産
の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」
に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②　市場リスクの管理
　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、財務の
安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、
資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に
努めています。
　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証
券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成す
るＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会
で決定した運用方針及びALM委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っ
ています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定
期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

　市場リスクに係る定量的情報（トレーディング目的以外の金融商品）
　　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な
　リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証
　券に分類している債券、貯金です。
　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を
　用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。
　　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が0.2%上昇したもの
　と想定した場合には、経済価値が131,417千円減少するものと把握しています。
　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を
　考慮していません。
　　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性が
　あります。
　　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算してい　
　ます。
③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性
　の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、
　商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

〈金融商品の時価等に関する事項〉
⑴　金融商品の貸借対照表計上額及び時価等
　当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式
等は、次表には含めていません。

⑵　金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
【資産】
①　預金
　　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満
　期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ（Overnight 
　Index Swap。以下「OIS」という。）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。
②　有価証券
　　　主に国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用しています。社債については、公表さ
　　れた相場価格を用いています。
③　貸出金
　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
　大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。一方、固
　定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートで
　あるOISのレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。
　　なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含めた元利金の合計額をリスクフリーレート
　であるOISのレート割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸
　倒引等金を控除した額を時価に代わる金額として算定しています。
　　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価
　に代わる金額としています。

【負債】
　　貯金
　　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定
　期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートであるOISのレート
　で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

⑶　市場価格のない株式等
　　　市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。

⑷　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

⑸　有利子負債の決算日後の返済予定額

⒌　有価証券に関する注記
⑴　有価証券の時価及び評価差額に関する事項
　その他有価証券
　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につい
ては、次のとおりです。

⑵　当年度中に売却したその他有価証券

⒍　退職給付に関する注記
⑴　採用している退職給付制度
　職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づく退職一時金制度に加えて、全国共済農業協同組合連
合会との契約による確定給付型年金制度を採用しています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

⑵　退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

⑶　退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表　

⑷　退職給付に関連する損益

⑸　特例業務負担金の将来見込額
　厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に
要する費用に充てるため、特例業務負担金9,182千円を特例業務負担金引当金の取崩しにより拠出しています。
　なお、同組合より示された令和8年3月現在における令和14年3月までの特例業務負担金の将来見込額は、
55,910千円となっています。

⒎  税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

⑵　法定実効税率と法人税等の負担率との差異の主な原因

⒏  収益認識に関する注記
　　「重要な会計方針に係る事項に関する注記(4)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、
　注記を省略しています。

Ⅱ．注　　記　　表

棚卸資産の種類 評価方法
購買品および買取販売品 総平均法に基づく原価法

貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しています。
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⒈　重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　次に掲げるものの評価基準及び評価方法
①　有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法
　　その他有価証券 
　　・時価のあるもの
　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）により評価
　　　しています。
　　・市場価格のない株式等
　　　　移動平均法による原価法により評価しています。
②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

⑵　固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産
　定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている資産査定規程、資産査定事務要領、経理規程及び資産の償却・引当基準
に則り、次のとおり計上しています。
　正常先債権及び要注意先債権（要管理先債権を含む。）については、主として今後１年間の予想損失額又は
今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間または３年間の貸倒実績を基礎と
した貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修
正を加えて算定しています。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸
念先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から 担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。
　すべての債権は、資産査定規程及び資産査定事務要領に基づき資産査定部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した内部監査部署が査定結果を監査しています。

②　賞与引当金
　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

③　退職給付引当金
　職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
ます。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

⑤　特例業務負担金引当金
　　　　農林漁業団体職員共済組合に対して支払う特例業務負担金の支出に充てるため、当期末における特例業
　　　務負担金の将来見込額に基づき計上しています。

⑷　収益及び費用の計上基準
　【収益認識関連】
　当組合の利用者等との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認
識する通常の時点は以下のとおりです。
①　購買事業
　農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合員に供給する事業であり、当組合は利用
者等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、購買品
の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

②　販売事業
　組合員が生産した農産物を当組合が集荷して直売所等で利用者等に販売する事業であり、当組合は利用
者等との契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、販売品
の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

⑸　消費税及び地方消費税の会計処理の方法
　消費税及び地方消費税は、税抜方式による会計処理を行っています。ただし、固定資産に係る控除対象外消
費税等は「雑資産」に計上し、5年間で均等償却しています。

⑹　計算書類等に記載した金額の端数処理の方法
　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「0」、金額の全くないも
のは「－」で表示しています。

⑺　その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項
　【事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法について】
　当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引を相殺表示していません。よって、事業別の収益及
び費用については、事業間の内部取引も含めて表示しています。
　ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則に従い、各事業相互間の
内部損益を除去した額を記載しています。

　【当組合が代理人として関与する取引の損益計算書の表示について】
　購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益を認識し
て、購買手数料として表示しています。また、販売事業収益のうち、当組合が代理人として販売品の販売に関与
している場合には、純額で収益を認識して、販売手数料として表示しています。

⒉　会計上の見積りに関する注記
⑴　繰延税金資産の回収可能性
　①　当事業年度の計算書類に計上した金額　繰延税金資産 222,232千円（繰延税金負債との相殺前）
　②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　　繰延税金資産の計上は、将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積額を限度として行っています。
　　課税所得の見積額については、令和７年３月に作成した中期経営計画等を勘案し、当組合が将来獲得可
　能な課税所得の時期及び金額を合理的に見積っています。
　　しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境及び組合の経営状況の影響を受ける可能性があり、
　実際に課税所得が生じた時期及び金額が見積りと異なった場合には、翌事業年度以降の計算書類において
　認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
　　また、税制改正により、実効税率が変更された場合には、翌事業年度以降の計算書類において認識する
　繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。　

　⑵　貸倒引当金
　①　当事業年度の計算書類に計上した金額　貸倒引当金　26,560千円　
　②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　　ア.算定方法
　　　 「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「⑶引当金の計上基準」の「貸倒引当金」に記載しています。　
　　イ.主要な仮定
　　　　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」です。「債務者区分の判定にお
　　　ける貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しています。
　　ウ.翌事業年度に係る計算書類に与える影響
　　　　個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算
　　　書類における貸倒引当金に重要な影響を与える可能性があります。

⒊　貸借対照表に関する注記
〈資産に係る圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の圧縮記帳額〉
　⑴　資産に係る圧縮記帳額の直接控除額は次のとおりです。

〈担保に供した資産等〉
⑵　為替決済の代用として定期預金1,570,000千円、当座貸越契約の担保として定期預金500,000千円を兵庫県
　信用農業協同組合連合会に差し入れています。

〈役員に対する金銭債権の総額〉
⑶　理事及び監事に対する金銭債権の総額　32,011千円

〈債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第１項第１号ホ（２）（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げるものの額及びその合計額〉
⑷　破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額は、次のと
　おりです。

泫　⒈　破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ⑴
　　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対
　する債権及びこれらに準ずる債権です。
⒉　危険債権 ⑵
　　　債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
　　の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（⑴に掲げるものを除く。）です。
⒊　三月以上延滞債権 ⑶
　　　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金（⑴及び⑵に掲げるものを
　　除く。）です。
⒋　貸出条件緩和債権
　　　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債
　　権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金（⑴、⑵及び⑶に掲げるものを除く。）です。
⒌　上記に掲げた額については、貸倒引当金控除前の金額です。

⒋　金融商品に関する注記
〈金融商品の状況に関する事項〉
⑴　金融商品に対する取組方針
　当組合は組合員等から預かった貯金を原資に、組合員や地域内の事業者等へ貸付けを行い、また余裕金を
兵庫県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や社債などの債券による運用を行っています。
　

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　当組合が保有する金融資産は、主として兵庫県信用農業協同組合連合会への預け金のほか、組合員等に対
する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、契約不履行によってもたらされる信用リスクがあります。
　また、有価証券は、債券であり、純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リス
ク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクがあります。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理
　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通
常の貸出取引については、本所に総合企画室を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っていま
す。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準
など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図
るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については、管理・回収方針を作成・実践し、資産
の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」
に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②　市場リスクの管理
　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、財務の
安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、
資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に
努めています。
　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証
券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成す
るＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会
で決定した運用方針及びALM委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っ
ています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定
期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

　市場リスクに係る定量的情報（トレーディング目的以外の金融商品）
　　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な
　リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証
　券に分類している債券、貯金です。
　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を
　用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。
　　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が0.2%上昇したもの
　と想定した場合には、経済価値が131,417千円減少するものと把握しています。
　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を
　考慮していません。
　　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性が
　あります。
　　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算してい　
　ます。
③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性
　の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、
　商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

〈金融商品の時価等に関する事項〉
⑴　金融商品の貸借対照表計上額及び時価等
　当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式
等は、次表には含めていません。

⑵　金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
【資産】
①　預金
　　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満
　期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ（Overnight 
　Index Swap。以下「OIS」という。）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。
②　有価証券
　　　主に国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用しています。社債については、公表さ
　　れた相場価格を用いています。
③　貸出金
　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
　大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。一方、固
　定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートで
　あるOISのレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。
　　なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含めた元利金の合計額をリスクフリーレート
　であるOISのレート割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸
　倒引等金を控除した額を時価に代わる金額として算定しています。
　　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価
　に代わる金額としています。

【負債】
　　貯金
　　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定
　期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートであるOISのレート
　で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

⑶　市場価格のない株式等
　　　市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。

⑷　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

⑸　有利子負債の決算日後の返済予定額

⒌　有価証券に関する注記
⑴　有価証券の時価及び評価差額に関する事項
　その他有価証券
　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につい
ては、次のとおりです。

⑵　当年度中に売却したその他有価証券

⒍　退職給付に関する注記
⑴　採用している退職給付制度
　職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づく退職一時金制度に加えて、全国共済農業協同組合連
合会との契約による確定給付型年金制度を採用しています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

⑵　退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

⑶　退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表　

⑷　退職給付に関連する損益

⑸　特例業務負担金の将来見込額
　厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に
要する費用に充てるため、特例業務負担金9,182千円を特例業務負担金引当金の取崩しにより拠出しています。
　なお、同組合より示された令和8年3月現在における令和14年3月までの特例業務負担金の将来見込額は、
55,910千円となっています。

⒎  税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

⑵　法定実効税率と法人税等の負担率との差異の主な原因

⒏  収益認識に関する注記
　　「重要な会計方針に係る事項に関する注記(4)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、
　注記を省略しています。



金 額
（単位：千円）

⒈　重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　次に掲げるものの評価基準及び評価方法
①　有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法
　　その他有価証券 
　　・時価のあるもの
　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）により評価
　　　しています。
　　・市場価格のない株式等
　　　　移動平均法による原価法により評価しています。
②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

⑵　固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産
　定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている資産査定規程、資産査定事務要領、経理規程及び資産の償却・引当基準
に則り、次のとおり計上しています。
　正常先債権及び要注意先債権（要管理先債権を含む。）については、主として今後１年間の予想損失額又は
今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間または３年間の貸倒実績を基礎と
した貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修
正を加えて算定しています。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸
念先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から 担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。
　すべての債権は、資産査定規程及び資産査定事務要領に基づき資産査定部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した内部監査部署が査定結果を監査しています。

②　賞与引当金
　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

③　退職給付引当金
　職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
ます。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

⑤　特例業務負担金引当金
　　　　農林漁業団体職員共済組合に対して支払う特例業務負担金の支出に充てるため、当期末における特例業
　　　務負担金の将来見込額に基づき計上しています。

－4－

合　　　　　計

金 額
（単位：千円）

（注）平成11年4月1日以降における固定資産の圧縮額の累計を計上しています。

建 物
機 械 装 置
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

合　　　　　計

項 目

項 目

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危 険 債 権
三 月 以 上 延 滞 債 権
貸 出 条 件 緩 和 債 権

⒊　貸借対照表に関する注記
〈資産に係る圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の圧縮記帳額〉
　⑴　資産に係る圧縮記帳額の直接控除額は次のとおりです。

〈担保に供した資産等〉
⑵　為替決済の代用として定期預金1,570,000千円、当座貸越契約の担保として定期預金500,000千円を兵庫県
　信用農業協同組合連合会に差し入れています。

〈役員に対する金銭債権の総額〉
⑶　理事及び監事に対する金銭債権の総額　32,011千円

〈債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第１項第１号ホ（２）（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げるものの額及びその合計額〉
⑷　破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額は、次のと
　おりです。

泫　⒈　破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ⑴
　　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対
　する債権及びこれらに準ずる債権です。
⒉　危険債権 ⑵
　　　債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
　　の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（⑴に掲げるものを除く。）です。
⒊　三月以上延滞債権 ⑶
　　　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金（⑴及び⑵に掲げるものを
　　除く。）です。
⒋　貸出条件緩和債権
　　　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債
　　権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金（⑴、⑵及び⑶に掲げるものを除く。）です。
⒌　上記に掲げた額については、貸倒引当金控除前の金額です。

⒋　金融商品に関する注記
〈金融商品の状況に関する事項〉
⑴　金融商品に対する取組方針
　当組合は組合員等から預かった貯金を原資に、組合員や地域内の事業者等へ貸付けを行い、また余裕金を
兵庫県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や社債などの債券による運用を行っています。
　

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　当組合が保有する金融資産は、主として兵庫県信用農業協同組合連合会への預け金のほか、組合員等に対
する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、契約不履行によってもたらされる信用リスクがあります。
　また、有価証券は、債券であり、純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リス
ク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクがあります。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理
　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通
常の貸出取引については、本所に総合企画室を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っていま
す。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準
など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図
るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については、管理・回収方針を作成・実践し、資産
の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」
に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②　市場リスクの管理
　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、財務の
安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、
資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に
努めています。
　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証
券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成す
るＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会
で決定した運用方針及びALM委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っ
ています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定
期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

　市場リスクに係る定量的情報（トレーディング目的以外の金融商品）
　　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な
　リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証
　券に分類している債券、貯金です。
　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を
　用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。
　　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が0.2%上昇したもの
　と想定した場合には、経済価値が131,417千円減少するものと把握しています。
　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を
　考慮していません。
　　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性が
　あります。
　　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算してい　
　ます。
③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性
　の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、
　商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

〈金融商品の時価等に関する事項〉
⑴　金融商品の貸借対照表計上額及び時価等
　当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式
等は、次表には含めていません。

⑵　金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
【資産】
①　預金
　　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満
　期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ（Overnight 
　Index Swap。以下「OIS」という。）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。
②　有価証券
　　　主に国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用しています。社債については、公表さ
　　れた相場価格を用いています。
③　貸出金
　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
　大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。一方、固
　定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートで
　あるOISのレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。
　　なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含めた元利金の合計額をリスクフリーレート
　であるOISのレート割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸
　倒引等金を控除した額を時価に代わる金額として算定しています。
　　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価
　に代わる金額としています。

【負債】
　　貯金
　　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定
　期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートであるOISのレート
　で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

⑶　市場価格のない株式等
　　　市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。

⑷　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

⑸　有利子負債の決算日後の返済予定額

⒌　有価証券に関する注記
⑴　有価証券の時価及び評価差額に関する事項
　その他有価証券
　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につい
ては、次のとおりです。

⑵　当年度中に売却したその他有価証券

⒍　退職給付に関する注記
⑴　採用している退職給付制度
　職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づく退職一時金制度に加えて、全国共済農業協同組合連
合会との契約による確定給付型年金制度を採用しています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

⑵　退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

⑶　退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表　

⑷　退職給付に関連する損益

⑸　特例業務負担金の将来見込額
　厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に
要する費用に充てるため、特例業務負担金9,182千円を特例業務負担金引当金の取崩しにより拠出しています。
　なお、同組合より示された令和8年3月現在における令和14年3月までの特例業務負担金の将来見込額は、
55,910千円となっています。

⒎  税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

⑵　法定実効税率と法人税等の負担率との差異の主な原因

⒏  収益認識に関する注記
　　「重要な会計方針に係る事項に関する注記(4)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、
　注記を省略しています。
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⒈　重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　次に掲げるものの評価基準及び評価方法
①　有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法
　　その他有価証券 
　　・時価のあるもの
　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）により評価
　　　しています。
　　・市場価格のない株式等
　　　　移動平均法による原価法により評価しています。
②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

⑵　固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産
　定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている資産査定規程、資産査定事務要領、経理規程及び資産の償却・引当基準
に則り、次のとおり計上しています。
　正常先債権及び要注意先債権（要管理先債権を含む。）については、主として今後１年間の予想損失額又は
今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間または３年間の貸倒実績を基礎と
した貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修
正を加えて算定しています。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸
念先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から 担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。
　すべての債権は、資産査定規程及び資産査定事務要領に基づき資産査定部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した内部監査部署が査定結果を監査しています。

②　賞与引当金
　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

③　退職給付引当金
　職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
ます。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

⑤　特例業務負担金引当金
　　　　農林漁業団体職員共済組合に対して支払う特例業務負担金の支出に充てるため、当期末における特例業
　　　務負担金の将来見込額に基づき計上しています。

－5－

⒊　貸借対照表に関する注記
〈資産に係る圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の圧縮記帳額〉
　⑴　資産に係る圧縮記帳額の直接控除額は次のとおりです。

〈担保に供した資産等〉
⑵　為替決済の代用として定期預金1,570,000千円、当座貸越契約の担保として定期預金500,000千円を兵庫県
　信用農業協同組合連合会に差し入れています。

〈役員に対する金銭債権の総額〉
⑶　理事及び監事に対する金銭債権の総額　32,011千円

〈債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第１項第１号ホ（２）（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げるものの額及びその合計額〉
⑷　破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額は、次のと
　おりです。

泫　⒈　破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ⑴
　　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対
　する債権及びこれらに準ずる債権です。
⒉　危険債権 ⑵
　　　債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
　　の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（⑴に掲げるものを除く。）です。
⒊　三月以上延滞債権 ⑶
　　　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金（⑴及び⑵に掲げるものを
　　除く。）です。
⒋　貸出条件緩和債権
　　　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債
　　権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金（⑴、⑵及び⑶に掲げるものを除く。）です。
⒌　上記に掲げた額については、貸倒引当金控除前の金額です。

⒋　金融商品に関する注記
〈金融商品の状況に関する事項〉
⑴　金融商品に対する取組方針
　当組合は組合員等から預かった貯金を原資に、組合員や地域内の事業者等へ貸付けを行い、また余裕金を
兵庫県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や社債などの債券による運用を行っています。
　

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　当組合が保有する金融資産は、主として兵庫県信用農業協同組合連合会への預け金のほか、組合員等に対
する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、契約不履行によってもたらされる信用リスクがあります。
　また、有価証券は、債券であり、純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リス
ク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクがあります。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理
　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通
常の貸出取引については、本所に総合企画室を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っていま
す。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準
など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図
るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については、管理・回収方針を作成・実践し、資産
の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」
に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②　市場リスクの管理
　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、財務の
安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、
資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に
努めています。
　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証
券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成す
るＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会
で決定した運用方針及びALM委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っ
ています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定
期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

　市場リスクに係る定量的情報（トレーディング目的以外の金融商品）
　　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な
　リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証
　券に分類している債券、貯金です。
　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を
　用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。
　　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が0.2%上昇したもの
　と想定した場合には、経済価値が131,417千円減少するものと把握しています。
　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を
　考慮していません。
　　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性が
　あります。
　　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算してい　
　ます。
③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性
　の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、
　商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

〈金融商品の時価等に関する事項〉
⑴　金融商品の貸借対照表計上額及び時価等
　当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式
等は、次表には含めていません。

⑵　金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
【資産】
①　預金
　　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満
　期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ（Overnight 
　Index Swap。以下「OIS」という。）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。
②　有価証券
　　　主に国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用しています。社債については、公表さ
　　れた相場価格を用いています。
③　貸出金
　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
　大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。一方、固
　定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートで
　あるOISのレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。
　　なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含めた元利金の合計額をリスクフリーレート
　であるOISのレート割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸
　倒引等金を控除した額を時価に代わる金額として算定しています。
　　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価
　に代わる金額としています。

【負債】
　　貯金
　　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定
　期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートであるOISのレート
　で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

⑶　市場価格のない株式等
　　　市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。

⑷　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

⑸　有利子負債の決算日後の返済予定額

⒌　有価証券に関する注記
⑴　有価証券の時価及び評価差額に関する事項
　その他有価証券
　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につい
ては、次のとおりです。

⑵　当年度中に売却したその他有価証券

⒍　退職給付に関する注記
⑴　採用している退職給付制度
　職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づく退職一時金制度に加えて、全国共済農業協同組合連
合会との契約による確定給付型年金制度を採用しています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

⑵　退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

⑶　退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表　

⑷　退職給付に関連する損益

⑸　特例業務負担金の将来見込額
　厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に
要する費用に充てるため、特例業務負担金9,182千円を特例業務負担金引当金の取崩しにより拠出しています。
　なお、同組合より示された令和8年3月現在における令和14年3月までの特例業務負担金の将来見込額は、
55,910千円となっています。

⒎  税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

⑵　法定実効税率と法人税等の負担率との差異の主な原因

⒏  収益認識に関する注記
　　「重要な会計方針に係る事項に関する注記(4)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、
　注記を省略しています。



⒈　重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　次に掲げるものの評価基準及び評価方法
①　有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法
　　その他有価証券 
　　・時価のあるもの
　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）により評価
　　　しています。
　　・市場価格のない株式等
　　　　移動平均法による原価法により評価しています。
②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

⑵　固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産
　定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている資産査定規程、資産査定事務要領、経理規程及び資産の償却・引当基準
に則り、次のとおり計上しています。
　正常先債権及び要注意先債権（要管理先債権を含む。）については、主として今後１年間の予想損失額又は
今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間または３年間の貸倒実績を基礎と
した貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修
正を加えて算定しています。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸
念先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から 担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。
　すべての債権は、資産査定規程及び資産査定事務要領に基づき資産査定部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した内部監査部署が査定結果を監査しています。

②　賞与引当金
　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

③　退職給付引当金
　職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
ます。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

⑤　特例業務負担金引当金
　　　　農林漁業団体職員共済組合に対して支払う特例業務負担金の支出に充てるため、当期末における特例業
　　　務負担金の将来見込額に基づき計上しています。
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⒊　貸借対照表に関する注記
〈資産に係る圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の圧縮記帳額〉
　⑴　資産に係る圧縮記帳額の直接控除額は次のとおりです。

〈担保に供した資産等〉
⑵　為替決済の代用として定期預金1,570,000千円、当座貸越契約の担保として定期預金500,000千円を兵庫県
　信用農業協同組合連合会に差し入れています。

〈役員に対する金銭債権の総額〉
⑶　理事及び監事に対する金銭債権の総額　32,011千円

〈債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第１項第１号ホ（２）（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げるものの額及びその合計額〉
⑷　破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額は、次のと
　おりです。

泫　⒈　破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ⑴
　　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対
　する債権及びこれらに準ずる債権です。
⒉　危険債権 ⑵
　　　債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
　　の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（⑴に掲げるものを除く。）です。
⒊　三月以上延滞債権 ⑶
　　　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金（⑴及び⑵に掲げるものを
　　除く。）です。
⒋　貸出条件緩和債権
　　　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債
　　権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金（⑴、⑵及び⑶に掲げるものを除く。）です。
⒌　上記に掲げた額については、貸倒引当金控除前の金額です。

⒋　金融商品に関する注記
〈金融商品の状況に関する事項〉
⑴　金融商品に対する取組方針
　当組合は組合員等から預かった貯金を原資に、組合員や地域内の事業者等へ貸付けを行い、また余裕金を
兵庫県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や社債などの債券による運用を行っています。
　

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　当組合が保有する金融資産は、主として兵庫県信用農業協同組合連合会への預け金のほか、組合員等に対
する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、契約不履行によってもたらされる信用リスクがあります。
　また、有価証券は、債券であり、純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リス
ク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクがあります。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理
　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通
常の貸出取引については、本所に総合企画室を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っていま
す。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準
など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図
るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については、管理・回収方針を作成・実践し、資産
の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」
に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②　市場リスクの管理
　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、財務の
安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、
資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に
努めています。
　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証
券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成す
るＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会
で決定した運用方針及びALM委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っ
ています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定
期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

　市場リスクに係る定量的情報（トレーディング目的以外の金融商品）
　　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な
　リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証
　券に分類している債券、貯金です。
　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を
　用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。
　　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が0.2%上昇したもの
　と想定した場合には、経済価値が131,417千円減少するものと把握しています。
　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を
　考慮していません。
　　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性が
　あります。
　　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算してい　
　ます。
③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性
　の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、
　商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

〈金融商品の時価等に関する事項〉
⑴　金融商品の貸借対照表計上額及び時価等
　当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式
等は、次表には含めていません。

⑵　金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
【資産】
①　預金
　　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満
　期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ（Overnight 
　Index Swap。以下「OIS」という。）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。
②　有価証券
　　　主に国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用しています。社債については、公表さ
　　れた相場価格を用いています。
③　貸出金
　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
　大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。一方、固
　定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートで
　あるOISのレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。
　　なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含めた元利金の合計額をリスクフリーレート
　であるOISのレート割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸
　倒引等金を控除した額を時価に代わる金額として算定しています。
　　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価
　に代わる金額としています。

【負債】
　　貯金
　　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定
　期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートであるOISのレート
　で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

⑶　市場価格のない株式等
　　　市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。

⑷　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

⑸　有利子負債の決算日後の返済予定額

⒌　有価証券に関する注記
⑴　有価証券の時価及び評価差額に関する事項
　その他有価証券
　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につい
ては、次のとおりです。

⑵　当年度中に売却したその他有価証券

⒍　退職給付に関する注記
⑴　採用している退職給付制度
　職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づく退職一時金制度に加えて、全国共済農業協同組合連
合会との契約による確定給付型年金制度を採用しています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

⑵　退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

⑶　退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表　

⑷　退職給付に関連する損益

⑸　特例業務負担金の将来見込額
　厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に
要する費用に充てるため、特例業務負担金9,182千円を特例業務負担金引当金の取崩しにより拠出しています。
　なお、同組合より示された令和8年3月現在における令和14年3月までの特例業務負担金の将来見込額は、
55,910千円となっています。

⒎  税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

⑵　法定実効税率と法人税等の負担率との差異の主な原因

⒏  収益認識に関する注記
　　「重要な会計方針に係る事項に関する注記(4)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、
　注記を省略しています。

外部出資
貸借対照表計上額

（単位：千円）

7,375,573

貸借対照表計上額
預金

有価証券

　その他有価証券
貸出金

　貸倒引当金（＊）

　貸倒引当金控除後 

時 価 差 額

（＊）　貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金です。

（単位：千円）

負 債 項 目 計
貯金 
資 産 項 目 計

△ 238,240

－
－
－
－

△110,592
△348,832

△486,429

△486,429

182,021,184
12,711,370
12,711,370

－
－

16,185,208
210,917,763

212,488,191

212,488,191

182,259,424
12,711,370
12,711,370
16,322,361
△26,560
16,295,800
211,266,595

212,974,621

212,974,621



⒈　重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　次に掲げるものの評価基準及び評価方法
①　有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法
　　その他有価証券 
　　・時価のあるもの
　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）により評価
　　　しています。
　　・市場価格のない株式等
　　　　移動平均法による原価法により評価しています。
②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

⑵　固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産
　定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている資産査定規程、資産査定事務要領、経理規程及び資産の償却・引当基準
に則り、次のとおり計上しています。
　正常先債権及び要注意先債権（要管理先債権を含む。）については、主として今後１年間の予想損失額又は
今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間または３年間の貸倒実績を基礎と
した貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修
正を加えて算定しています。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸
念先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から 担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。
　すべての債権は、資産査定規程及び資産査定事務要領に基づき資産査定部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した内部監査部署が査定結果を監査しています。

②　賞与引当金
　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

③　退職給付引当金
　職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
ます。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

⑤　特例業務負担金引当金
　　　　農林漁業団体職員共済組合に対して支払う特例業務負担金の支出に充てるため、当期末における特例業
　　　務負担金の将来見込額に基づき計上しています。

－7－

種 類 売 却 額 売 却 益 売 却 損
（単位：千円）

（単位：千円）

国 債

貯金（＊） 

1年以内
1 年 超
2年以内

2 年 超
3年以内

3 年 超
4年以内

4 年 超
5年以内 5 年 超

(＊)　貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めています。

（単位：千円）

預金 

有価証券

1年以内
1 年 超
2年以内

2 年 超
3年以内

3 年 超
4年以内

4 年 超
5年以内 5 年 超

(＊1)　貸出金のうち、当座貸越210,341千円については、「1年以内」に含めています。
　　　また、期限のない場合は「5年超」に含めています。
(＊2)　貸出金のうち、三月以上の延滞が生じている債権・期限の利益を喪失した債権等12,802千円は含めていません。　
(＊3)　貸出金の分割実行案件のうち、貸付決定金額の一部実行案件840千円は償還日が特定できないため、含めていません。

（単位：千円）

その他有価証券のうち
満期があるもの

貸出金（＊1，＊2，＊3）
合　　　　　　計

⒊　貸借対照表に関する注記
〈資産に係る圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の圧縮記帳額〉
　⑴　資産に係る圧縮記帳額の直接控除額は次のとおりです。

〈担保に供した資産等〉
⑵　為替決済の代用として定期預金1,570,000千円、当座貸越契約の担保として定期預金500,000千円を兵庫県
　信用農業協同組合連合会に差し入れています。

〈役員に対する金銭債権の総額〉
⑶　理事及び監事に対する金銭債権の総額　32,011千円

〈債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第１項第１号ホ（２）（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げるものの額及びその合計額〉
⑷　破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額は、次のと
　おりです。

泫　⒈　破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ⑴
　　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対
　する債権及びこれらに準ずる債権です。
⒉　危険債権 ⑵
　　　債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
　　の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（⑴に掲げるものを除く。）です。
⒊　三月以上延滞債権 ⑶
　　　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金（⑴及び⑵に掲げるものを
　　除く。）です。
⒋　貸出条件緩和債権
　　　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債
　　権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金（⑴、⑵及び⑶に掲げるものを除く。）です。
⒌　上記に掲げた額については、貸倒引当金控除前の金額です。

⒋　金融商品に関する注記
〈金融商品の状況に関する事項〉
⑴　金融商品に対する取組方針
　当組合は組合員等から預かった貯金を原資に、組合員や地域内の事業者等へ貸付けを行い、また余裕金を
兵庫県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や社債などの債券による運用を行っています。
　

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　当組合が保有する金融資産は、主として兵庫県信用農業協同組合連合会への預け金のほか、組合員等に対
する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、契約不履行によってもたらされる信用リスクがあります。
　また、有価証券は、債券であり、純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リス
ク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクがあります。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理
　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通
常の貸出取引については、本所に総合企画室を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っていま
す。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準
など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図
るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については、管理・回収方針を作成・実践し、資産
の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」
に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②　市場リスクの管理
　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、財務の
安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、
資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に
努めています。
　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証
券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成す
るＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会
で決定した運用方針及びALM委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っ
ています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定
期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

　市場リスクに係る定量的情報（トレーディング目的以外の金融商品）
　　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な
　リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証
　券に分類している債券、貯金です。
　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を
　用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。
　　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が0.2%上昇したもの
　と想定した場合には、経済価値が131,417千円減少するものと把握しています。
　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を
　考慮していません。
　　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性が
　あります。
　　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算してい　
　ます。
③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性
　の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、
　商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

〈金融商品の時価等に関する事項〉
⑴　金融商品の貸借対照表計上額及び時価等
　当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式
等は、次表には含めていません。

⑵　金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
【資産】
①　預金
　　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満
　期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ（Overnight 
　Index Swap。以下「OIS」という。）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。
②　有価証券
　　　主に国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用しています。社債については、公表さ
　　れた相場価格を用いています。
③　貸出金
　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
　大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。一方、固
　定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートで
　あるOISのレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。
　　なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含めた元利金の合計額をリスクフリーレート
　であるOISのレート割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸
　倒引等金を控除した額を時価に代わる金額として算定しています。
　　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価
　に代わる金額としています。

【負債】
　　貯金
　　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定
　期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートであるOISのレート
　で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

⑶　市場価格のない株式等
　　　市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。

⑷　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

⑸　有利子負債の決算日後の返済予定額

⒌　有価証券に関する注記
⑴　有価証券の時価及び評価差額に関する事項
　その他有価証券
　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につい
ては、次のとおりです。

⑵　当年度中に売却したその他有価証券

⒍　退職給付に関する注記
⑴　採用している退職給付制度
　職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づく退職一時金制度に加えて、全国共済農業協同組合連
合会との契約による確定給付型年金制度を採用しています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

⑵　退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

⑶　退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表　

⑷　退職給付に関連する損益

⑸　特例業務負担金の将来見込額
　厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に
要する費用に充てるため、特例業務負担金9,182千円を特例業務負担金引当金の取崩しにより拠出しています。
　なお、同組合より示された令和8年3月現在における令和14年3月までの特例業務負担金の将来見込額は、
55,910千円となっています。

⒎  税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

⑵　法定実効税率と法人税等の負担率との差異の主な原因

⒏  収益認識に関する注記
　　「重要な会計方針に係る事項に関する注記(4)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、
　注記を省略しています。

合 計

取得原価又は償却原価 貸借対照表計上額 評 価 差 額

国 債
種 類

国 債

社 債

社 債

貸借対照表計上額が
取得原価又は償却原
価を超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価又は償却原
価を超えないもの

－

200,000

－1,400,000

100,000

200,000 100,000

－

14,200,000

14,200,000－

1,280,797 1,044,796 1,006,913 877,085

1,400,000

795,575

182,259,424 － － － － －

11,303,550
183,540,222 2,444,796 1,206,913 977,085 795,575 25,503,550

208,008,084 2,151,433 2,395,950 274,779 124,403 19,970

111,838 － 88,162

－ －－
－ －－

12,071,674 △ 2,787,8249,283,850
3,800,000 △ 372,4803,427,520

15,871,674 △ 3,160,30412,711,370



⒈　重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　次に掲げるものの評価基準及び評価方法
①　有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法
　　その他有価証券 
　　・時価のあるもの
　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）により評価
　　　しています。
　　・市場価格のない株式等
　　　　移動平均法による原価法により評価しています。
②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

⑵　固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産
　定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている資産査定規程、資産査定事務要領、経理規程及び資産の償却・引当基準
に則り、次のとおり計上しています。
　正常先債権及び要注意先債権（要管理先債権を含む。）については、主として今後１年間の予想損失額又は
今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間または３年間の貸倒実績を基礎と
した貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修
正を加えて算定しています。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸
念先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から 担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。
　すべての債権は、資産査定規程及び資産査定事務要領に基づき資産査定部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した内部監査部署が査定結果を監査しています。

②　賞与引当金
　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

③　退職給付引当金
　職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
ます。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

⑤　特例業務負担金引当金
　　　　農林漁業団体職員共済組合に対して支払う特例業務負担金の支出に充てるため、当期末における特例業
　　　務負担金の将来見込額に基づき計上しています。

項 目
退 職 給 付 債 務
確 定 給 付 型 年 金 制 度 の 積 立 額

退 職 給 付 引 当 金

未 積 立 退 職 給 付 債 務（ ① ＋ ② ）

①
②
③

金 額
（単位：千円）

項 目
勤 務 費 用
退 職 給 付 費 用

①
②

金 額
（単位：千円）

項 目

期 首 に お け る 退 職 給 付 引 当 金
退 職 給 付 費 用
退 職 給 付 の 支 払 額

①
②
③
④
⑤

金 額
（単位：千円）

確 定 給 付 型 年 金 制 度 へ の 拠 出 金

期末における退職給付引当金（①＋②＋③＋④）

－8－

⒊　貸借対照表に関する注記
〈資産に係る圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の圧縮記帳額〉
　⑴　資産に係る圧縮記帳額の直接控除額は次のとおりです。

〈担保に供した資産等〉
⑵　為替決済の代用として定期預金1,570,000千円、当座貸越契約の担保として定期預金500,000千円を兵庫県
　信用農業協同組合連合会に差し入れています。

〈役員に対する金銭債権の総額〉
⑶　理事及び監事に対する金銭債権の総額　32,011千円

〈債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第１項第１号ホ（２）（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げるものの額及びその合計額〉
⑷　破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額は、次のと
　おりです。

泫　⒈　破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ⑴
　　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対
　する債権及びこれらに準ずる債権です。
⒉　危険債権 ⑵
　　　債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
　　の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（⑴に掲げるものを除く。）です。
⒊　三月以上延滞債権 ⑶
　　　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金（⑴及び⑵に掲げるものを
　　除く。）です。
⒋　貸出条件緩和債権
　　　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債
　　権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金（⑴、⑵及び⑶に掲げるものを除く。）です。
⒌　上記に掲げた額については、貸倒引当金控除前の金額です。

⒋　金融商品に関する注記
〈金融商品の状況に関する事項〉
⑴　金融商品に対する取組方針
　当組合は組合員等から預かった貯金を原資に、組合員や地域内の事業者等へ貸付けを行い、また余裕金を
兵庫県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や社債などの債券による運用を行っています。
　

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　当組合が保有する金融資産は、主として兵庫県信用農業協同組合連合会への預け金のほか、組合員等に対
する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、契約不履行によってもたらされる信用リスクがあります。
　また、有価証券は、債券であり、純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リス
ク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクがあります。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理
　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通
常の貸出取引については、本所に総合企画室を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っていま
す。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準
など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図
るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については、管理・回収方針を作成・実践し、資産
の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」
に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②　市場リスクの管理
　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、財務の
安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、
資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に
努めています。
　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証
券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成す
るＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会
で決定した運用方針及びALM委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っ
ています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定
期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

　市場リスクに係る定量的情報（トレーディング目的以外の金融商品）
　　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な
　リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証
　券に分類している債券、貯金です。
　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を
　用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。
　　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が0.2%上昇したもの
　と想定した場合には、経済価値が131,417千円減少するものと把握しています。
　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を
　考慮していません。
　　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性が
　あります。
　　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算してい　
　ます。
③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性
　の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、
　商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

〈金融商品の時価等に関する事項〉
⑴　金融商品の貸借対照表計上額及び時価等
　当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式
等は、次表には含めていません。

⑵　金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
【資産】
①　預金
　　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満
　期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ（Overnight 
　Index Swap。以下「OIS」という。）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。
②　有価証券
　　　主に国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用しています。社債については、公表さ
　　れた相場価格を用いています。
③　貸出金
　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
　大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。一方、固
　定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートで
　あるOISのレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。
　　なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含めた元利金の合計額をリスクフリーレート
　であるOISのレート割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸
　倒引等金を控除した額を時価に代わる金額として算定しています。
　　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価
　に代わる金額としています。

【負債】
　　貯金
　　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定
　期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートであるOISのレート
　で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

⑶　市場価格のない株式等
　　　市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。

⑷　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

⑸　有利子負債の決算日後の返済予定額

⒌　有価証券に関する注記
⑴　有価証券の時価及び評価差額に関する事項
　その他有価証券
　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につい
ては、次のとおりです。

⑵　当年度中に売却したその他有価証券

⒍　退職給付に関する注記
⑴　採用している退職給付制度
　職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づく退職一時金制度に加えて、全国共済農業協同組合連
合会との契約による確定給付型年金制度を採用しています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

⑵　退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

⑶　退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表　

⑷　退職給付に関連する損益

⑸　特例業務負担金の将来見込額
　厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に
要する費用に充てるため、特例業務負担金9,182千円を特例業務負担金引当金の取崩しにより拠出しています。
　なお、同組合より示された令和8年3月現在における令和14年3月までの特例業務負担金の将来見込額は、
55,910千円となっています。

⒎  税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

⑵　法定実効税率と法人税等の負担率との差異の主な原因

⒏  収益認識に関する注記
　　「重要な会計方針に係る事項に関する注記(4)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、
　注記を省略しています。

90,175
90,175

626,549
90,175

△ 102,705

△ 18,008
596,010

1,150,425
△ 554,414

596,010

596,010



⒈　重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　次に掲げるものの評価基準及び評価方法
①　有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法
　　その他有価証券 
　　・時価のあるもの
　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）により評価
　　　しています。
　　・市場価格のない株式等
　　　　移動平均法による原価法により評価しています。
②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

⑵　固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産
　定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている資産査定規程、資産査定事務要領、経理規程及び資産の償却・引当基準
に則り、次のとおり計上しています。
　正常先債権及び要注意先債権（要管理先債権を含む。）については、主として今後１年間の予想損失額又は
今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間または３年間の貸倒実績を基礎と
した貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修
正を加えて算定しています。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸
念先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から 担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。
　すべての債権は、資産査定規程及び資産査定事務要領に基づき資産査定部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した内部監査部署が査定結果を監査しています。

②　賞与引当金
　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

③　退職給付引当金
　職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
ます。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

④　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

⑤　特例業務負担金引当金
　　　　農林漁業団体職員共済組合に対して支払う特例業務負担金の支出に充てるため、当期末における特例業
　　　務負担金の将来見込額に基づき計上しています。

（単位：千円）

（単位：％）

⒊　貸借対照表に関する注記
〈資産に係る圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の圧縮記帳額〉
　⑴　資産に係る圧縮記帳額の直接控除額は次のとおりです。

〈担保に供した資産等〉
⑵　為替決済の代用として定期預金1,570,000千円、当座貸越契約の担保として定期預金500,000千円を兵庫県
　信用農業協同組合連合会に差し入れています。

〈役員に対する金銭債権の総額〉
⑶　理事及び監事に対する金銭債権の総額　32,011千円

〈債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第１項第１号ホ（２）（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げるものの額及びその合計額〉
⑷　破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額は、次のと
　おりです。

泫　⒈　破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ⑴
　　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対
　する債権及びこれらに準ずる債権です。
⒉　危険債権 ⑵
　　　債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
　　の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（⑴に掲げるものを除く。）です。
⒊　三月以上延滞債権 ⑶
　　　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金（⑴及び⑵に掲げるものを
　　除く。）です。
⒋　貸出条件緩和債権
　　　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債
　　権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金（⑴、⑵及び⑶に掲げるものを除く。）です。
⒌　上記に掲げた額については、貸倒引当金控除前の金額です。

⒋　金融商品に関する注記
〈金融商品の状況に関する事項〉
⑴　金融商品に対する取組方針
　当組合は組合員等から預かった貯金を原資に、組合員や地域内の事業者等へ貸付けを行い、また余裕金を
兵庫県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や社債などの債券による運用を行っています。
　

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　当組合が保有する金融資産は、主として兵庫県信用農業協同組合連合会への預け金のほか、組合員等に対
する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、契約不履行によってもたらされる信用リスクがあります。
　また、有価証券は、債券であり、純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リス
ク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクがあります。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理
　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通
常の貸出取引については、本所に総合企画室を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っていま
す。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準
など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図
るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については、管理・回収方針を作成・実践し、資産
の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」
に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②　市場リスクの管理
　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、財務の
安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、
資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に
努めています。
　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証
券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成す
るＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会
で決定した運用方針及びALM委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っ
ています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定
期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

　市場リスクに係る定量的情報（トレーディング目的以外の金融商品）
　　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な
　リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証
　券に分類している債券、貯金です。
　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を
　用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。
　　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が0.2%上昇したもの
　と想定した場合には、経済価値が131,417千円減少するものと把握しています。
　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を
　考慮していません。
　　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性が
　あります。
　　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算してい　
　ます。
③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性
　の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、
　商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

〈金融商品の時価等に関する事項〉
⑴　金融商品の貸借対照表計上額及び時価等
　当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式
等は、次表には含めていません。

⑵　金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
【資産】
①　預金
　　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満
　期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ（Overnight 
　Index Swap。以下「OIS」という。）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。
②　有価証券
　　　主に国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用しています。社債については、公表さ
　　れた相場価格を用いています。
③　貸出金
　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
　大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。一方、固
　定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートで
　あるOISのレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。
　　なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含めた元利金の合計額をリスクフリーレート
　であるOISのレート割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸
　倒引等金を控除した額を時価に代わる金額として算定しています。
　　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価
　に代わる金額としています。

【負債】
　　貯金
　　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定
　期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートであるOISのレート
　で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

⑶　市場価格のない株式等
　　　市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは⑴の金融商品の時価情報には含まれていません。

⑷　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

⑸　有利子負債の決算日後の返済予定額

⒌　有価証券に関する注記
⑴　有価証券の時価及び評価差額に関する事項
　その他有価証券
　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につい
ては、次のとおりです。

⑵　当年度中に売却したその他有価証券

⒍　退職給付に関する注記
⑴　採用している退職給付制度
　職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づく退職一時金制度に加えて、全国共済農業協同組合連
合会との契約による確定給付型年金制度を採用しています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

⑵　退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

⑶　退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表　

⑷　退職給付に関連する損益

⑸　特例業務負担金の将来見込額
　厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に
要する費用に充てるため、特例業務負担金9,182千円を特例業務負担金引当金の取崩しにより拠出しています。
　なお、同組合より示された令和8年3月現在における令和14年3月までの特例業務負担金の将来見込額は、
55,910千円となっています。

⒎  税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

⑵　法定実効税率と法人税等の負担率との差異の主な原因

⒏  収益認識に関する注記
　　「重要な会計方針に係る事項に関する注記(4)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、
　注記を省略しています。
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当 期 末項 目

退 職 給 付 引 当 金
未 払 事 業 税
特 例 業 務 負 担 金 引 当 金
未 払 費 用 厚 生 年 金
未 払 費 用 健 康 保 険

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
不 在 組 合 員 出 資 金

　 小 　 　 計 　

そ の 他
繰 延 消 費 税 超 過 額

評 価 性 引 当 額

－
　 合 　 　 計 　

繰 延 税 金 資 産 の 純 額

　 合 　 　 計 　

繰
　
延
　
税
　
金
　
資
　
産

繰延
税金
負債

項 目

調

整

法 定 実 効 税 率

税効果会計適用後の法人税等の負担率

交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目

過 年 度 法 人 税 等 戻 入 額

事 業 分 量 配 当 金
住 民 税 均 等 割

そ の 他

当 期 末

賞 与 引 当 金

27.89

14,660
16,798
170,459
2,437
15,665
1,341
845
14

903,847
11
0

1,126,079
△903,847
222,232

－
－

222,232

2.77
△ 4.76

0.24
△ 8.24

△ 4.69
0.98

14.18



－

－

530

760

158

－

1,380,971

103,420

55,078

68,878

272

372,921　

－

－

－

－

325

－

1,380,971

104,180

55,078

69,408

105

372,921

36,694

6,188

3,702

1,483

325

692,246

56,549

43,293

66,058

50.1

54.2

78.6

95.1

1,448 325 1,982,665 48,394 858,1481,981,541

42,085 21,985 576,070

969,361

8,125,148

1,111,940

7,013,208

1,263,000

438,000

312,000

38,000

4,505,890

456,317

△ 2,935

― ―

536,066 409,682

1,940 ―

534,126 409,682

100,000 ―

― ―

100,000 88,000

― ―

20,000 ―

314,126 321,682

△ 2,935 △ 2,935

9,667,644575,216 428,732

555,970

969,361

7,998,764

1,110,000

6,888,764

1,163,000

438,000

300,000

38,000

4,485,890

463,874

△ 2,935

9,521,160

（単位：千円）
1 組合員資本

2 固定資産

令和7年度　　　　　　　　　　　　　貸借対照表等の附属明細書〔　　　     〕令和　7年4月　1日から
令和　8年3月31日まで

種 類 当 期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 当 期 末 残 高

出 資 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

その他利益剰余金

信用事業基盤強化積立金

施設整備積立金

有価証券価格変動積立金

特 別 積 立 金

当期未処分剰余金

処 分 未 済 持 分

合 計

（単位：千円、％）

当 期 首
残 高

当 期
増 加 額

当 期
減 少 額

当 期 末
残 高

当 期
償 却 額

減価償却
累 計 額

償 却
累 計 率種 類

有
形
固
定
資
産

建 物

構 築 物

機械装置

器具・備品

一括償却資産

土 地

合 計
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経営基盤強化積立金
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3 外部出資

4 引当金

系

統

出

資

株

式

出 資 先 当 期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 当 期 末 残 高

兵庫県信用農業協同組合連合会

　 小 　 　 　 計 　

（単位：千円）

（単位：千円）

兵庫県厚生農業協同組合連合会

農 林 中 央 金 庫

全国共済農業協同組合連合会

全国農業協同組合連合会

JA兵庫情報センター(株)

（株）  農 協 観 光

（株）  J A 新 聞 連

（株） 日 本 農 業 新 聞

兵庫県農業信用基金協会

加古川酒販協同組合

中央農協教育振興基金

合 　 計

種 類 当期首残高 当期増加額
当期減少額

目 的 使 用 そ の 他
当期末残高

貸 倒 引 当 金

一 般 貸 倒 引 当 金

う ち 信 用 事 業

個 別 貸 倒 引 当 金

う ち 信 用 事 業

役員退職慰労引当金

特例業務負担金引当金

退 職 給 付 引 当 金

賞 与 引 当 金

合 計
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系

統

外

出

資

そ
の
他

（注）貸倒引当金の目的使用以外の当期減少額は、洗替処理によるものです。

（注１）令和７年4月1日付けで（株）JA新聞連は（株）日本農業新聞と合併し法人格が消滅しました。そのため、期首に保有していた（株）JA新聞連の株式は消滅し、相当額の
　　　（株）日本農業新聞の株式を取得しています。
（注２）中央農協教育振興基金の当期減少額は、全国農業協同組合中央会において基金の取崩しが決議され、拠出金が返還されることによるものです。　

　 小 　 　 　 計 　

30,931 26,560

17,828

17,828

13,102

13,102

－

－

－

32,399

－

－

－

－

－

53,904

120,713

－

9,182

183,799

13,757

13,757

12,802

12,802

51,260

596,010

58,737

54,773

787,341

26,560

13,757

13,757

12,802

12,802

51,260

90,175

9,870

－

177,865

6,606,755

2,100

1,140

661,700

30,378

7,302,073

750

0

－

500

60,150

100

147

61,647

7,363,720

6,606,755

2,100

1,140

661,700

30,378

7,302,073

750

0

500

－

72,150

100

－

－

－

147

－

－

－

500

－

－

－

－

－

－

30,931

17,828

17,828

13,102

13,102

53,904

626,549

48,867

65,423 1,468

825,675

－

－

－

－

－

500

－

12,000

－

－

－

－

－

73,500

7,375,573

647

647

12,500

12,500

　



金　　　　額
（単位：千円）

損益計算書科目

その他事業管理費
合 計

人 件 費

業 務 費

諸税負担金

施 設 費

－12－

5 事業管理費

内  訳  科  目
役 員 報 酬
給 与 手 当
う ち 賞 与 引 当 金 繰 入 額
法 定 福 利 費
厚 生 費
退 職 給 付 費 用
役員退職慰労引当金繰入額
  　 小   計  　
会 議 費
接 待 交 際 費
宣 伝 広 告 費
通 信 費
印 刷 ・ 消 耗 品 費
図 書 ・ 研 修 費
事 務 委 託 費
旅 費
  　 小   計  　
租 税 公 課
支 払 賦 課 金
分 担 金
  　 小   計  　
減 価 償 却 費
保 守 修 繕 費
保 険 料
水 道 光 熱 費
賃 借 料
消 耗 備 品 費
車 輌 費
施 設 管 理 費
  　 小   計  　

　　　　　　　　 　　　　　　

（　　　　　　　　 　　　　　　）

67,044
650,036
51,260
113,274
4,783
90,175
9,870

　935,183
4,823
1,500
4,001
14,380
8,359
9,142
73,204
1,958

117,370
50,030
6,180
17,135
73,346
48,394
9,901
6,318
16,646
25,139
844

1,841
12,253
121,339
7,296

1,254,536

（　　　　）



（4）共済事業

①長期共済保有高 （単位：千円）

終 身 共 済
定 期 生 命 共 済
養 老 生 命 共 済

こ ど も 共 済
医 療 共 済
が ん 共 済
定 期 医 療 共 済
介 護 共 済

建 物 更 生 共 済
合 計

共 済 付 加 収 入

当 期 末 保 有 高種 類

年 金 共 済

（注）１. 「当期末保有高」欄は、保障金額（「がん共済」にあってはがん死亡共済
　　　　金額とし、「医療共済」及び「定期医療共済」にあっては死亡給付金
　　　　（付加された定期特約金額等を含む。）とし、介護共済にあっては一時
　　　　払契約の死亡給付金額とし、「年金共済」にあっては付加された定期
　　　　特約金額とする。）です。
（注）２． 共済付加収入は年金共済の年金年額、医療系共済の入院共済金額、
　　　　介護共済にかかる共済付加収入を含めて記載しています。    

（単位：千円）（1）購買事業

（2）販売事業

②受託販売品 （単位：千円）

（単位：千円）①買取販売品

肥 料
農 薬

農 業 機 械

飼 料

そ の 他
　小　　　　計　

衣 料 品
耐 久 消 費 財

日 用 保 健 雑 貨
そ の 他
　小　　　　計　
合 計

米
一 般 食 品

当期供給・取扱高種 類

生

産

資

材

食
品

生

活

物

資

ファーマーズ（野菜等）
米 （ 特 定 米 穀 等 ）

合 計

受託販売品販売高種 類

米
買取販売品販売高種 類

－13－

（単位：千円）（3）信用事業

当 座 性
定 期 性
　合　　　　計　
証 書 貸 付
当 座 貸 越
　合　　　　計　

当 座 性
定 期 性
小 　 　 　 計

系 統 外
　合　　　　計　
国 債

　合　　　　計　

当 期 末 残 高種 類

貯

金

貸
出
金

預

金

系
統
内

有
価
証
券

社 債

24,646 
9,490
79

7,746
7,125
49,088
19,036
21,690
507

33,037
10,836
47,758
132,867 
181,956

42,859
3,427
46,287

65,015

62,849,077
150,125,543
212,974,621
16,112,019
210,341

16,322,361
188,825

182,066,000
182,254,825

4,599
182,259,424
9,283,850
3,427,520

60,078,218
1,358,600
6,738,667
5,125,263
1,725,050
187,000
190,700

3,456,485
45,000

82,868,784
156,648,505

255,724

12,711,370

Ⅳ．事業別の明細



（5）保管事業 （単位：千円）②年金共済の年金保有高 （単位：千円）

③医療系共済の共済金額保有高 （単位：千円）

④介護共済の介護共済金額、認知症共済の認知症共済金額、
　生活障害共済の生活障害金額および生活障害年金年額、
　特定重度疾病共済金額の保有高 （単位：千円）

⑤短期共済新契約高(掛金) （単位：千円）

－14－

収 益
項 目

費 用
差 引

金 額
年 金 開 始 前

種 類

年 金 開 始 後
合 計

（注）「当期末保有高」欄は、年金年額（予定利率変動型年金にあっては、最低保証
　　　年金額）です。

（注）「当期末保有高」欄は、介護共済は介護共済金額、認知症共済の認知症共済金額、
　　生活障害共済は生活障害共済金額または生活障害年金年額、特定重度疾病
　　共済は特定重度疾病共済金額です。

（注）「当期未保有高」欄は、医療共済、がん共済および合計の金額は上段に入院共済金額、
　　下段に治療共済金額、定期医療共済の金額は入院共済金額を記載しています。

（注）「賠償責任共済」欄は、農業者賠償責任共済を合算して計上しています。

火 災 共 済
自 動 車 共 済
傷 害 共 済
賠 償 責 任 共 済
自 賠 責 共 済

合 計
共 済 付 加 収 入

当 期 受 入 掛 金種 類

が ん 共 済

種 類

定期医療共済
治療共済金額
入院共済金額

入院共済金額

入院共済金額
治療共済金額

入院共済金額
治療共済金額

医 療 共 済

合 計

当 期 末 保 有 高

介 護 共 済
種 類 当 期 末 保 有 高

共 済 付 加 収 入

（6）利用事業 （単位：千円）

項 目 金 額
収 益
費 用
差 引

（７）宅地等供給事業 （単位：千円）

項 目 金 額
収 益
費 用
差 引

当 期 末 保 有 高

生活障害共済（一時金型）
生活障害共済（定期年金型）

2,130,900
125,680

特 定 重 度 疾 病 共 済 394,800

4,192,083
認 知 症 共 済 61,000

3,661,631

11,602
188,397
1,931
447

13,892
216,272
47,517

1,094,490
4,756,121

10,839

228
113
115

6,411
1,498
4,913

15,767
772

14,994

256,491

26,480
570

16,625
282,971

5,215
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